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南部箕蚊屋広域連合
平成27年度決算概要

平成 28年８月 25日の南部箕蚊屋
広域連合議会定例議会で承認され
ました。
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　歳入は４億 9,548 万円、歳出は４億 9,305 万円となり、昨年
度と比べ、歳入は1,096万円（2.2％）の減、歳出は951万円（1.9％）
の減となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた 243
万円を翌年度に繰り越しました。

　歳出の主なものは介護保険特別会計への給付費等繰出金、介護保険システムの改修費、町村派遣職員給与
等負担金です。

　歳入は 27 億 8,789 万円、歳出は 27 億 8,301 万円となり、
昨年度と比べ、歳入は 197 万円（0.1％）の増加、歳出は 381

万円（0.1％）増加しました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた 488万円を翌年度に繰り越しました。
　歳入では、保険料の改定を行ったこと、65歳以上の被保険者が増加したことにより介護保険料が増加しま
した。
　歳出では、地域支援事業費が認知症地域支援推進員や生活支援コーディネーターの配置等により昨年度に
比べ 449万円（45.3％）増加しました。

介護保険事業特別会計決算

一般会計決算
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介護保険給付費　事業計画値との比較

平成 27年度計画値 平成 27年度実績 比　較

2,731,648,896 円 2,729,981,540 円 99.9%

※過年度分支払いが含まれるため、給付費実績と異なります

サービス給付費の１人あたりの額の推移

区　　　　　分 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度

サ ー ビ ス 全 体

利用人数 15,582 人 16,390 人 16,624 人

費用総額 235,483 万円 250,460 万円 254,586 万円

１人あたり費用額 151,125 円 152,812 円 153,143 円

在 宅 サ ー ビ ス

利用人数 11,070 人 11,574 人 11,581 人

費用総額 118,662 万円 125,052 万円 124,569 万円

１人あたり費用額 107,192 円 108,045 円 107,563 円

地域密着型サービス

利用人数 935人 1,023 人 1,062 人

費用総額 21,402 万円 24,464 万円 25,203 万円

１人あたり費用額 228,902 円 239,142 円 237,313 円

施 設 サ ー ビ ス

利用人数 3,577 人 3,793 人 3,981 人

費用総額 95,418 万円 100,944 万円 104,814 万円

１人あたり費用額 266,755 円 266,131 円 263,285 円

保険給付費　　27億 3,000 万円

特定入居者介護サービス費
1億 3,082 万円（4.8%）
特定入居者介護サービス費
1億 3,082 万円（4.8%）

高額医療合算介護サービス等費
241万円（0.1%）
高額医療合算介護サービス等費
241万円（0.1%）

介護サービス等諸費
24億 3,690万円 
（89.3%）

介護サービス等諸費
24億 3,690万円 
（89.3%）

介護予備サービス費等諸費
1億 896万円（4.0%）
介護予備サービス費等諸費
1億 896万円（4.0%）

介護給付費給付審査支払手数料
357 万円（0.1%）
介護給付費給付審査支払手数料
357 万円（0.1%）

高額介護サービス等費
4,734万円（1.7%）
高額介護サービス等費
4,734万円（1.7%）

介護保険は、
みなさんが納めた保険料と
税金などが支えています。

介護サービス費用の
うち１割（一定額以
上の所得の方は２割）
は利用者負担、９割
は保険給付です。

保険給付費諸費の内訳
○介護サービス等諸費
　居宅介護サービス給付費
　地域密着型介護サービス給付費
　施設介護サービス給付費

　
　居宅介護福祉用具購入費
　居宅介護住宅改修費
　居宅介護サービス計画給付費

○介護予防サービス等諸費
　介護予防サービス給付費
　介護予防福祉用具購入費
　介護予防住宅改修費
　介護予防サービス計画給付費
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介護保険はみんなで支えあう制度です

　介護保険は、40歳以上の人が被保険者となり保険料を納め、介護や支援が必要になったときにサービスを利用

できる支えあいの制度です。介護保険は、国や市町村からの公費と、みなさんが納める保険料が大切な財源となっ

ています。だれもが安心してサービスが利用できるよう保険料の納付にご協力ください。

　65歳以上の人の介護保険料は、広域連合全体で介護保険サービスの利用にかかる費用などから算出された「基

準額」をもとに、本人と世帯の課税状況や所得に応じて段階的に決められます。

平成 28年度介護保険料（年額）
段　　階 対　　　象　　　者 計算方法 保険料額（年額）

第１段階
生活保護受給者・町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受
給者・町村民税世帯非課税で公的年金収入+合計所得金
額が 80万円以下の人

基準額× 0.45 29,300 円

第２段階 町村民税世帯非課税で公的年金収入 +合計所得金額が
80万円を超え 120万円以下の人 基準額× 0.75 48,700 円

第３段階 町村民税世帯非課税で公的年金収入 +合計所得金額が
120万円を超える人 基準額× 0.75 48,700 円

第４段階 町村民税世帯課税、本人非課税で公的年金収入＋合計所
得金額が 80万円以下の人 基準額× 0.9 58,500 円

第５段階 町村民税世帯課税、本人非課税で公的年金収入＋合計所
得金額が 80万円を超える人 基準額 65,000 円

第６段階 町村民税本人課税で、合計所得金額が 120万円未満の人 基準額× 1.2 78,000 円

第７段階 町村民税本人課税で、合計所得金額が 120万円以上 190
万円未満の人 基準額× 1.3 84,500 円

第８段階 町村民税本人課税で、合計所得金額が 190万円以上 290
万円未満の人 基準額× 1.5 97,500 円

第９段階 町村民税本人課税で、合計所得金額が 290万円以上 490
万円未満の人 基準額× 1.7 110,500 円

第10段階 町村民税本人課税で、合計所得金額が 490万円以上の人 基準額× 1.8 117,000 円

65 歳になる年度の介護保険料について

64 歳までの分	 ４月から 65歳になる月の前月分までを、加入している医療保険の保
険料から納めます。

65歳からの分	 65 歳になった月から年度末分までを、介護保険料として納めます。
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『認知症ガイドブック〜認知症ケアパス〜』
を作成しました

　団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年、認知症高齢者の数は約 700 万人前後になり、65歳以上の

高齢者に対する割合は現状の７人に 1人から、約 5人に 1人になると推計されています。

　そのような中、南部箕蚊屋広域連合では、認知症の人とその家族が住み慣れた地域で安心して生活し

ていくための取組みの一つとして、認知症の症状に応じたサービスや制度などを一体的に紹介する『認

知症ガイドブック～認知症ケアパス～』を作成しました。

認知症ガイドブックとは
　認知症の症状に応じて、「いつ」「どこで」「とのような医療・介護等のサービス」を受けることがで

きるのか、地域にある介護・医療・福祉等の社会資源をわかりやすくまとめたものが認知症ケアパスです。

認知症ガイドブックの特徴
　認知症の症状に応じたサービス等の一覧だけでなく、認知

症を発症する前から認知症について考える機会を増やしてい

くことを目的として、発症する前の段階や認知症予防につい

ての内容をガイドブックに掲載しています。

認知症ガイドブックの内容
●認知症・MCI について

●認知症予防のポイント、早期発見・早期対応について

●専門医療機関・専門機関について

●経過に応じて利用できる支援の一覧

●認知症の方への接し方のポイント

　認知症ガイドブックがほしい、などガイドブックについてのお問い合わせは、各地域包括支援センター

までご連絡ください。

　認知症ガイドブックは南部箕蚊屋広域連合のホームページにも掲載しております。

　

《お問い合わせ》　南部箕蚊屋広域連合

■南部町健康福祉課・南部地域包括支援センター（電話 :	66-5524）

■伯耆町健康対策課（電話 :68-5535）伯耆地域包括支援センター（電話 :68-4632）

■日吉津村福祉保健課・日吉津地域包括支援センター	（電話 :27-5952）
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～住み慣れたまちでくらすための「地域包括ケアシステム」～ 

●“ご近所の見守り・支え合い”が地域を守ります

少子高齢化が進み、一人暮らしや、高齢者のみの世帯がますます多くなってきました。たとえ、ご家

族と一緒でも、昼間はずっと１人で過ごされる方も多くおられます。 
  専門の介護保険のサービスなどを利用されていても、やはり、そこに暮らす地域の方々のお互いの協

力がなければ、住み慣れた地域で暮らし続けることはできません。 
  そこで、認知症・要介護状態となっても、住み慣れた地域で暮らし続けるための「地域包括ケアシス

テム」が進められています。

※「地域包括ケアシステム」とは…

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人

生の最後まで続けることができるよう、

医療･介護･予防･住まい･生活支援などが

一体的に受けられる地域の体制づくりの

ことです。 ●見守り・支え合いって、何をしたらいいの…？

積極的な声かけと 
気配りが大切 

見守り 
例：あいさつ 例：様子をチェック 

地域活動の参加が 
絆をつくります 

支え合い

例：地元の会合に参加 

例：サロンに

参加 

 ご近所の見守り・支え合いで 

いつまでも安心して暮らせるまちづくり

を！

こんにちは！今日もい

い天気ですね。 

電気がついて 

いないわね…

みんなで寄って話をす

ると、楽しいですね。 

みんなでこんな取り組

みをするといいね！ 

ー

シリーズ
地域包括センター

だより

〈地域包括ケアシステムのイメージ〉
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【問合せ先】

 

 

 

南部地域包括支援センター
南部町役場健康福祉課内 
（健康管理センターすこやか） 
電話：６６－５５２４ 

   

 

   

   

     

 

          

          

               

伯耆地域包括支援センター
伯耆町役場健康対策課 

生活相談室内
電話：６８－４６３２ 

 

 

日吉津地域包括支援センター
日吉津村役場
福祉保健課内

電話：２７－５９５２   
 

 

 シリーズ
地域包括支援センター

だより
 

●ご近所の“異変”を察知するポイント

※ほんの一例です。その他、「ちょっと最近おかしいな…」と思ったら、下記までご相談ください。

●元気で暮らし続けるための生活習慣見直しポイント
閉じこもりになっていませんか？いつまでも地域で活躍できるよう生活習慣を見直してみましょう！ 
【生活リズム】 
生活リズムを整えましょう。外出や家族・友人な
どとの交流を積極的にしましょう。 

【身だしなみ】 
整髪・お化粧・歯磨きなど身づくろいを日課にし
ましょう。外出をしない日もきちんとしましょ
う。 

【食事・運動習慣】 
バランスよく一日３食食べましょう。 
定期的に体操や運動を取り入れましょう。 

【地域の活動】 
地域活動へ参加することは、自分自身の生きが
い・健康づくりにも効果的です。 

＊住みなれたまちで安心して暮らし続けることができるよう、地域の皆さん・行政・その他関係機関、
一緒に取り組んでいきましょう。 

□ 最近見かけない
□ 新聞・郵便物がたまっている
□ 夜になっても電灯がつかない
□ 普段見かけない人が出入りするようになった
□ 不自然なケガが増えている
□ 怒鳴り声が聞こえる
□ 会話につじつまが合わないことがある
□ 季節に合わない服を着ていたり、服が不自然に汚れている  など

このような異変がある場合、生
活の問題、閉じこもり、消費者
トラブル、虐待、認知症などが

考えられます。 



交通事故等（第三者行為）による介護保険サービスの利用について
65 歳以上の方（第１号被保険者）は、交通事故等（第三者行為）により介護保険サービスを受け

るときは、届出が必要です。

届出が必要な理由

○交通事故等で介護保険サービスを利用した場合、そのサービスの提供にかかった費用は原

則として加害者が負担すべきものです。

○この時、自己負担分を除く費用は保険者が一時的に立替払いをしており、その費用は後日

加害者（加入保険会社等）に賠償請求します。

保険者が支払う保険給付費は、みなさんが納付
している保険料で運営されています！
大切な保険料を正しく使えるよう、必ず届出を
してください。

★職員の異動のお知らせ	 （４月１日付）
所　　　　属 新 旧

事　　　 務　　　 局

住田　浩平　事務局長
（伯耆町から派遣）

乾　さとみ　事務局長
（派遣終了）

眞野　恵美
（伯耆町から派遣）

中原　孝訓
（派遣終了）

南部地域包括支援センター 永栄　武也　主任介護支援専門員 足井　壮志　主任介護支援専門員

日吉津地域包括支援センター 関　　聡子　主任介護支援専門員 荒嶋みどり　主任介護支援専門員

★南部箕蚊屋広域連合監査委員が選
出されました。

　平成 28 年第２回南部箕蚊屋広域連合議

会臨時会において、南部箕蚊屋広域連合の

監査委員が下記のとおり選任されました。

　仲　田　和　男（南部町）

　任期　平成 28年７月１日から

平成 30年６月 30日

★情報公開状況
平成 27 年度　南部箕蚊屋広域連合情報公
開施行状況
○情報公開条例に基づく施行状況

開示請求３件
　【介護保険運営協議会議事録など】

（開示３件・不開示０件）
○個人情報保護条例に基づく施行状況

開示請求 90件
　【施設入所に必要な主治医の意見書など】

（開示 90件・不開示０件）


